
�愛媛県告示第１０６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

神 南 診 療 所 医療法人緑風会 大洲市新谷乙１１８６番地１ 平成２４年
６月１日

ハロー歯科クリ
ニック

医療法人ハロー
歯科クリニック 大洲市東大洲１６４９番地１ 平成２４年

７月１日

八幡浜医師会立
双岩病院

社団法人八幡浜
医師会

八幡浜市若山４番耕地１６０
番地１

平成２４年
７月１６日
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�愛媛県告示第１０７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

港 町 整 骨 院 宮 崎 悟 新居浜市港町３－７ 平成２４年
７月１８日
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�愛媛県告示第１０７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

神 南 診 療 所 清 水 英 範 大洲市新谷乙１１８６－１ 平成２４年
５月３１日

ハロー歯科クリ
ニック 上 田 祐 司 大洲市東大洲１６４９－１ 平成２４年

６月３０日

八幡浜医師会立
双岩病院

社団法人八幡浜
医師会 八幡浜市若山４－１６３ 平成２４年

７月１５日
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�愛媛県告示第１０７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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告 示

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ひばり 宇和島市明倫町５丁目６番１７
号 天使訪問看護ステーション 宇和島市明倫町５丁目６番１７

号 平成２４年７月２７日

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内３丁目２番１
号

ラポール訪問看護ステーショ
ン

宇和島市恵美須町１丁目１番
３号 平成２４年８月２日

合同会社ＳｅｔｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 訪問看護ステーションＳｅｔ
ｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 平成２４年８月６日

毎週（火・金）曜日発行 第２３９８号 平成２４年８月２８日

平成２４年８月２８日火曜日 第２３９８号
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�愛媛県告示第１０７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人小林耳鼻咽喉科クリ
ニック 西条市丹原町池田１０９番地５ 小林耳鼻咽喉科クリニック 西条市丹原町池田１０９番地５ 平成２４年６月１３日

医療法人敬天会 今治市小泉四丁目１１番９号 よりい眼科 今治市小泉四丁目１１番９号 平成２４年７月１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ グループホーム重信の郷 東温市志津川１８２０－６ 平成２４年７月２０日

医療法人雄康会 四国中央市金生町下分１４２３ 大西内科医院 四国中央市金生町下分１４２３ 平成２４年７月２７日

社会福祉法人弘正会 八幡浜市五反田１番耕地７６番
地３

ショートステイコンフォート
神山

八幡浜市五反田１番耕地７６番
地３ 平成２４年８月１日

株式会社なでしこ 南宇和郡愛南町中浦７８４番地
１

株式会社なでしこ訪問介護事
業所

南宇和郡愛南町御荘平城３６９９
－２ 平成２４年８月３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社なでしこ 南宇和郡愛南町中浦７８４番地
１

株式会社なでしこ居宅介護支
援事業所

南宇和郡愛南町御荘平城３６９９
－２ 平成２４年８月３日

株式会社幸徳 南宇和郡愛南町城辺甲１０３２番
地７ 居宅介護支援事業所幸徳 南宇和郡愛南町岩水１６１番地 平成２４年８月３日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人双海夕なぎ会 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 指定通所介護事業所デイサー
ビスセンター双海夕なぎ荘 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 平成２４年６月１日

社会福祉法人双海夕なぎ会 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 指定通所介護事業所下灘コミュ
ニティセンター 伊予市双海町串甲３６７０番地１６ 平成２４年６月１日

社会福祉法人双海夕なぎ会 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 指定訪問介護事業所双海夕な
ぎ荘 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 平成２４年６月１日

社会福祉法人双海夕なぎ会 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 指定短期入所生活介護事業所
双海夕なぎ荘 伊予市双海町上灘甲５２６９－１ 平成２４年６月１日
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�愛媛県告示第１０７６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療法人小林耳鼻咽喉科クリ
ニック 西条市丹原町池田１０９番地５ 小林耳鼻咽喉科クリニック 西条市丹原町池田１０９番地５ 平成２４年６月１３日

医療法人敬天会 今治市小泉四丁目１１番９号 よりい眼科 今治市小泉四丁目１１番９号 平成２４年７月１日

医療法人財団尚温会 伊予市八倉９０６－５ グループホーム重信の郷 東温市志津川１８２０－６ 平成２４年７月２０日

有限会社レインボープラス 北宇和郡松野町松丸５５１番地
１

小規模多機能型居宅介護虹の
森

北宇和郡松野町松丸５５１番地
１ 平成２４年７月２５日

社会福祉法人弘正会 八幡浜市五反田１番耕地７６番
地３

ショートステイコンフォート
神山

八幡浜市五反田１番耕地７６番
地３ 平成２４年８月１日

株式会社なでしこ 南宇和郡愛南町中浦７８４番地
１

株式会社なでしこ訪問介護事
業所

南宇和郡愛南町御荘平城３６９９
－２ 平成２４年８月３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ラ・ルーチェ 宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号

（変更後）
カサリンゴクオーレ

宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号 平成２４年７月１日

（変更前）
介護２４クオーレ

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ファミリエ 八幡浜市保内町宮内１番耕地
５７０番地１ 居宅介護支援事業所橙園

（変更後）
八幡浜市保内町宮内１番耕地
５７０番地１

平成２４年４月１日
（変更前）
八幡浜市保内町宮内１番耕地
５８３番地１

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

合同会社ラ・ルーチェ 宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号

（変更後）
カサリンゴクオーレ

宇和島市和霊中町二丁目１番
２７号 平成２４年７月１日

（変更前）
介護２４クオーレ
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�愛媛県告示第１０７９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１０８１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、新居浜市長から次のとおり公共測量を

実施する旨の通知があった。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタルマッピング）

２ 作業期間 平成２４年８月２８日から

平成２５年３月３１日まで

３ 作業地域 新居浜市都市計画区域
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�愛媛県告示第１０８２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・２・１ 広小路線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市片原町一丁目の一部
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�愛媛県告示第１０８３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・３・６ 鳥生大浜八町線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市東鳥生町二丁目、土橋町一丁目、横田

町一丁目及び郷新屋敷町二丁目の各一部
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�愛媛県告示第１０８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・４・１８ 波止浜中道線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市内堀二丁目、内堀三丁目、地堀四丁目

及び地堀五丁目の各一部
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�愛媛県告示第１０８５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福祉
協議会

南宇和郡愛南町御荘平城２１３９
番地

愛南町社協御荘訪問介護事業
所

南宇和郡愛南町御荘平城２１３９
番地 平成２４年８月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛南町社会福祉
協議会

南宇和郡愛南町御荘平城２１３９
番地

愛南町社協御荘訪問介護事業
所

南宇和郡愛南町御荘平城２１３９
番地 平成２４年８月３１日
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１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・５・４０ 波止浜五番浜線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 今治市地堀六丁目、中堀三丁目、中堀四丁目、

及び波方町樋口の各一部

� 削除する部分 今治市中堀四丁目及び波方町樋口の各一部

�������
�愛媛県告示第１０８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

長浜都市計画道路
Ⅱ・３・１ 長浜港港町線

大洲都市計画道路
３・６・１０ 長浜港港町線

�������
�愛媛県告示第１０８７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

今治広域都市計画道路
３・５・２７ 今治日高線

今治広域都市計画道路
３・４・２７ 今治日高線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市小泉三丁目、小泉四丁目、別名及び高

橋の各一部

�������
�愛媛県告示第１０８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

長浜都市計画道路
Ⅱ・３・２ 長浜港仁久線

大洲都市計画道路
３・６・１１ 長浜港恵比須町線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 大洲市長浜の一部

�������
�愛媛県告示第１０８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、大洲都市計画道路の変更に

係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年８月２８日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２０号

平成２４年８月１７日
伊予市米湊字大角藏１５７９番

松山市西石井六丁目５番７号

有限会社ホットハウス

代表取締役 阿 達 廣 子

公 告
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申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年８月９日 特定非営利活動法人愛媛県子ど
も自立支援センター 丹 下 晴 喜 松山市森松町８７８番地２ この法人は、義務教育終了後，児童養護施設を

退所した等、社会に出て自立しなければならな
い子どもや、さまざまな事情で家庭から離れて
自立しなければならない子ども、施設で暮らせ
ない子どもに対して、子どもの自立を支援する
居場所作りを行い、もって子どもの権利条約が
保障する子どもの諸権利を実現するための社会
基盤作りに寄与することを目的とする。

平成２４年８月２８日 発行
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